
証券コード 3306
2024年６月12日

(電子提供措置の開始日 2024年６月５日)

株 主 各 位
富山県砺波市下中３番地３

日 本 製 麻 株 式 会 社
代表取締役社長 山 村 貴 伸

第96期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第96期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し

あげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下

記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.nihonseima.co.jp/ir-info/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記のウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁から５頁の方法によ

り、2024年６月26日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使いただきますよう

お願い申しあげます。

敬 具

記

１. 日 時 2024年６月27日（木曜日）午前10時

２. 場 所 富山県砺波市花園町1-32

砺波市文化会館 多目的ホール

（会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の

「株主総会会場ご案内略図」をご参照のうえ、お間違えのないよ

うご注意ください。）
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３. 目的事項

報告事項 (1) 第96期(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算書

類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算
書類監査結果報告の件

(2) 第96期(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第４号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職

慰労金贈呈の件
第５号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継

続の件
４. 議決権行使についての注意事項

（１）議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛の意思表
示をされたものとして取り扱わせていただきます。
（２）インターネット（スマート行使含む）により議決権を行使された場合
は、議決権行使書用紙をご返送いただいた場合でも、インターネット（スマー
ト行使含む）によるご登録の内容を有効な議決権行使として取り扱わせていた
だきます。
（３）インターネット（スマート行使含む）によって、議決権を複数回行使さ
れた場合は、最後に行われたご登録の内容を有効な議決権行使として取り扱わ
せていただきます。

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。また、代理人（当社の株主に限らせていただき、１名とさせていただきま
す。）によるご出席の場合は、署名または記名押印された委任状を議決権行使書用紙とともに
会場受付にご提出ください。

◎新型コロナウイルス感染症等の流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、ご来場ください。ま
た、本株主総会会場において、感染予防のための措置を講じますので、ご理解、ご協力をお願
いいたします。

◎電子提供措置事項に修正すべき事項が生じた場合には、掲載している各ウェブサイトに修正内
容を掲載させていただきます。

◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。
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議決権行使書

こちらを切り取って
ご返送ください。

議決権行使書

議決権行使方法のご案内
後記の株主総会参考書類をご検討いただき、以下、いずれかの方法にて、是非とも議決権を行使
してくださいますようお願い申しあげます。

当日ご出席の場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。
株主総会当日は、資源節約のため、この「招集ご通
知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。

株主総会日時 2024年６月27日（木曜日）午前10時開催

当日ご出席以外の場合

郵送によるご行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、
行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限 2024年６月26日（水曜日）午後５時30分必着

インターネットによるご行使

当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限
までに賛否をご送信ください。

▶詳細は４頁から５頁をご覧ください。

行使期限 2024年６月26日（水曜日）午後５時30分まで

議決権行使ウェブサイト▶https://www.web54.net

スマートフォンでの議決権行使はQRコードを読み取る方
法をご利用ください。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使サイトにアクセスすることができます。

▶次頁に詳しくご紹介しています。
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「スマート行使」による議決権行使について

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」
をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

※QRコードは、株式会社デンソー
ウェーブの登録商標です。

議決権行使ウェブサイトを開く

表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。

議決権行使完了各議案について個別に指示する

画面の案内に従って各議案の賛否を
ご入力ください。

確認画面で問題なければ「この内容で行使する」
ボタンを押して行使完了！

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります (パソコンから、議決権行使ウェブサイ
ト https://www.web54.net へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中

〇年〇月〇日

見本

見本
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以降は画面の入力案内に従って
賛否をご入力ください。

パスワードの入力

ログインする

WEBサイトへアクセス

インターネットによる議決権行使について
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト

（https://www.web54.net）にてご利用いただけます。
なお、インターネットによる議決権行使には、議決権行使書用紙の裏面に記載の「議決権行使

コード」と「パスワード」が必要になります。

パソコン・スマートフォンによるアクセス手順

議決権行使サイト▶

https://www.web54.net

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
※セキュリティ確保のため、システム上の制約がございます。詳細につきまし
ては、下記のお問い合わせ先にご照会ください。

インターネットによる
議決権行使に関する

お問い合わせ

インターネットによる議決権行使に関して、ご不明な点につきましては、以下にお
問い合わせくださいますようお願い申しあげます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート

0120-652-031［受付時間（午前９時～午後９時）］

スマート行使・インターネットによる議決権行使についての注意事項

■ 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金等は、株主さま
のご負担となります。

■ パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット利用環境によっては行えない場合もござい
ますので、ご了承ください。また、携帯電話による議決権行使は、携帯電話の機種等によっては行えない場合も
ございますので、ご了承ください。
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事 業 報 告

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、実質賃金の低下による個人消費の回復の

動きに足踏みが見られる中、新型コロナウイルス感染症から社会活動が正常化した

ことにより企業収益の改善傾向がみられ、緩やかな回復傾向が続くことが期待され

ます。

一方、欧米では物価高騰に伴う金融引締めにより経済成長が鈍化し、不動産市場

の停滞による中国経済の低迷がみられるなど、海外景気の下押しリスクに注意する

必要があります。また、長期化するウクライナ情勢や中東地域をめぐる情勢悪化の

影響等によるエネルギー価格の高止まり、原材料価格の高騰などに加え、為替相場

の変動など依然として先行きが不透明な状況が続いております。

このような経済状況のもと当社グループにおいては、産業資材事業は円安の影響

による海外取引コストおよび物流費に注視し、需要量の把握に努めながら顧客ニー

ズに沿う形で販売・購入交渉を行いました。マット事業は海外を中心に既存先に加

えて新たな取引先との製品開発を進めました。食品事業は生産コストが上昇する

中、採算性の見直しに取り組みました。

その結果、当連結会計年度の売上高は4,334百万円（前期比16.1％増）、営業利益

305百万円（前期比85.6％増)、経常利益321百万円（前期比80.3％増）となり、親

会社株主に帰属する当期純利益127百万円（前期比34.0％増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（産業資材事業）

黄麻商品は、コロナ禍において各取引先が在庫確保に動いた影響で、未だ在庫調

整局面にあります。また、円安が進み、輸入販売においては具体的な取引について

調整を要する状況が続きました。包装資材は、値上げ交渉の遅れが収益を圧迫しま

した。また、人材採用を積極的に行った結果、売上高は540百万円と前連結会計年

度と比べ96百万円（15.2%）の減収、営業損失は20百万円（前期は15百万円の営業

利益）となりました。
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（マット事業）

自動車用フロアマットの販売は、日本国内では新規受注車両用の販売が始まり、

海外では新規顧客への販売およびBEV車両向け製品が好調に推移し、それぞれ出荷

数量を伸ばしました。また、生産の合理化・経費の削減により、売上高は2,470百

万円と前連結会計年度と比べて681百万円（38.1%）の増収、営業利益は271百万円

と前連結会計年度と比べて184百万円(210.9%)の増益となりました。

（食品事業）

エネルギーや原材料価格の高騰、物流コストの増加に伴い、価格転嫁を試みるも

のの依然として厳しい状況が続いております。パスタは、飲食店向け業務用商品が

太麺を中心に伸びましたが、家庭用商品の販売は減少となり、全体として売上は減

収となりました。レトルト商品は、個食化・利便性ニーズの高まりから主力のカレ

ー、パスタソースが順調に伸びました。その結果、売上高は1,320百万円と前連結

会計年度と比べて16百万円(1.3%)の増収、営業利益は52百万円と前連結会計年度と

比べて7百万円(12.5%)の減益となりました。
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企業集団の事業別売上高
(単位：千円)

区 分

前連結会計年度

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

当連結会計年度

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

前 期 比

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

％ ％ ％
産 業 資 材 事 業 637,042 17.1 540,307 12.5 △96,734 △15.2
マ ッ ト 事 業 1,789,385 47.9 2,470,583 57.0 681,197 38.1

食 品 事 業 1,303,833 34.9 1,320,670 30.4 16,836 1.3

そ の 他 3,049 0.1 2,895 0.1 △153 △5.0

合 計 3,733,311 100.0 4,334,457 100.0 601,146 16.1

(2) 設備投資および資金調達の状況

当連結会計年度において総額52百万円の設備投資を実施いたしました。

主な設備投資の内容は、当社食品事業における北陸工場製造設備更新32百万円、

本社における電話設備更新等2百万円、マット事業における連結子会社サハキット

ウィサーン カンパニー リミテッドでの生産設備等18百万円の設備投資でありま

す。なお、当該資金については自己資金により賄っております。

(3) 対処すべき課題

今後の経営環境につきましては、国際情勢の不安定化や為替相場における円安進

行、原材料価格の更なる上昇など、先行き不透明な状況が続くと予想されます。

産業資材事業は、黄麻商品の各取引先での在庫調整が解消されず、円安の進行は

コスト高となっております。また、包装資材は原材料価格の上昇による仕入れ価格

の上昇に対し、取引先への販売単価上昇が追い付いていない状況であります。マッ

ト事業は、生産拠点であるタイ国の人件費高騰をうけ、生産体制の合理化を図り立

て直しを進めておりましたが、自動車業界における、電気自動車の販売動向の変化

など、不透明な状況が続いております。食品事業は、中食需要が落ち着き、飲食店

の通常営業による需要増も期待されるところ、パスタの原材料である小麦の段階的

な値上げや原油価格高騰によるコスト上昇などが見込まれます。

このような状況のもと、前中期経営計画の成果（差別化商品の開発、経営改革、

国際基準認証取得）を基盤に、現行の中期経営計画の達成に向け、増大する需要に

十分即応できる体制を構築し、持続可能な企業を目指し、果敢に収益拡大を図って

まいります。
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(4) 財産および損益の状況
(単位：千円)

区 分
第93期

(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

第94期

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

第95期

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

第96期

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

売 上 高 3,275,172 3,151,011 3,733,311 4,334,457

経 常 損 益 20,088 74,598 178,469 321,776

親会社株主に帰属
する当期純損益

95,248 48,304 95,473 127,921

１株当たり当期純損益 25円98銭 13円18銭 26円04銭 34円89銭

純 資 産 2,158,320 2,197,366 2,511,368 2,880,154

総 資 産 3,604,983 3,634,525 4,048,246 4,623,355

(注) １．第93期は、コロナ禍において食品事業は感染防止対策を徹底し、安定供給に努め、

マット事業は生産活動のさらなる再構築に取り組みました。

２．第94期は、産業資材事業は輸入品の供給確保と新規商品開発、食品事業は生産体制

の維持強化を図りました。

３．第95期は、産業資材事業は輸入品の早期供給確保を行い、マット事業は新規得意先

の獲得、経費節減に注力し、食品事業はコロナ禍後の販売獲得を目指し、SNSやEC

サイト活用した広告宣伝を行いました。

４．第96期（当連結会計年度）の状況につきましては「事業の経過およびその成果」に

記載しております。

５．第94期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）

等を適用しており、第94期以降の財産および損益の状況については、当該会計基準

等を適用した後の数値を記載しています。

(5) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

サハキット ウィサーン カンパニー リミテッド
(注)

20,000千バーツ 100％ 自動車マット製造販売

(注) 議決権比率は緊密な者等の所有割合51.1％を含めて記載しております。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。
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(6) 企業集団の主要な事業セグメント

事 業 の 種 類 別
セグメントの名称

主 要 取 扱 製 品

産 業 資 材 事 業 黄麻、大型包装資材

マ ッ ト 事 業 自動車用品、カーペット

食 品 事 業 スパゲッチ、マカロニ、レトルトソース、小麦粉、穀物類

(7) 企業集団の主要拠点等

① 当社の主要な事業所および工場

本 店 富山県砺波市下中３番地３

神 戸 本 社 神戸市中央区海岸通８番

東 京 支 店 東京都中央区日本橋小舟町３番４号

名 古 屋 支 店 名古屋市中区千代田５丁目18番19号

北 陸 工 場 富山県砺波市下中３番地３

② 子会社の事業所および工場

(国内)

サハキット ウィサーン ジャパン 株式会社 神戸市兵庫区塚本町６丁目

１－６

(海外)

サハキット ウィサーン カンパニー リミテッド タイ国バンコク（本社）

タイ国サラブリ（工場）

(8) 従業員の状況

① 企業集団の従業員の状況

事 業 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

産 業 資 材 事 業 8名 ( 0) 名 1名 ( 0) 名

マ ッ ト 事 業 199名 ( 0) 名 △2名 ( 0) 名

食 品 事 業 61名 ( 8) 名 4名 ( 0) 名

全 社（共 通) 14名 ( 0) 名 4名 ( 0) 名

合 計 282名 ( 8) 名 7名 ( 0) 名

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載し

ております。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比較増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

86名 9名 47.5歳 13.5年
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(9) 主要な借入先および借入額

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み な と 銀 行 241,725千円

株 式 会 社 北 陸 銀 行 82,507

日 新 信 用 金 庫 61,627

日 本 政 策 金 融 公 庫 45,920

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 38,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 32,500

２．会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 9,000,000株
(2) 発行済株式の総数 3,673,320株

(3) 株 主 数 4,991名

(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ゴ ー ゴ ー カ レ ー グ ル ー プ 706,700株 19.28％

BOND CAPITAL CREATION PTE.LTD. 597,000 16.28

A R G E N T W I S E C O., L T D. 277,085 7.56

PCK キ ャ ピ タ ル 有 限 責 任 事 業 組 合 178,000 4.86

ブ ル ベ ア 株 式 会 社 129,400 3.53

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 40,078 1.09

株 式 会 社 二 鶴 39,700 1.08

頴 川 欽 和 32,300 0.88

有 限 会 社 ヨ ン イ チ ヨ ン ア ー ト 28,600 0.78

株 式 会 社 み な と 銀 行 27,200 0.74

(注) 持株比率は四捨五入により小数点第２位までを表示しております。また、自己株式（7,334株）を控除して
計算しております。

(5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状
況
該当事項はありません。
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３．会社役員に関する事項
(1) 取締役の状況

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 山 村 貴 伸 管理本部長

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

黒 田 正 敏

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

渡 邉 雅 之 弁護士法人三宅法律事務所パートナー

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

佐 々 木 健 郎
㈱マネージポート会計事務所 代表取締
役

(注)１．取締役（監査等委員）黒田正敏氏、取締役（監査等委員）渡邉雅之氏および取締役
（監査等委員）佐々木健郎氏は、社外取締役であります。また、東京証券取引所に対
し、独立役員として届け出ております。

２．取締役（監査等委員）渡邉雅之氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する
相当程度の知見を有するものであります。

３．取締役（監査等委員）佐々木健郎氏は、税理士および公認会計士の資格を有してお
り、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．当社は、内部統制が構築・整備されており、必要に応じて監査に必要とされる情報の
入手、指示を行うことができるため、常勤の監査等委員を選定しておりません。

５．社外取締役芳賀一夫氏および社外取締役（監査等委員）中川宏氏は、2023年６月28日
開催の第95期定時株主総会終結の時をもって、取締役中本広太郎氏（サハキット ウ
ィサーン カンパニー リミテッド取締役）は2023年７月７日、宮森宏和氏（㈱ゴー
ゴーカレーグループ取締役兼会長）は2024年２月21日に辞任いたしました。

６．黒田正敏氏は2023年６月28日に取締役を辞任いたしましたが、同日取締役（監査等委
員）に選任されております。

(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役（監

査等委員である取締役を含む。）、執行役員およびその他会社法に定める重要な使

用人であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険

期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用および損害

賠償金等が補填されることとなります。

ただし、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する

損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害

等については、填補されない等の免責事由があります。

(3) 当事業年度に係る取締役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
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取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、社外取締役との
意見交換を十分に行ったうえで以下のとおり取締役会で決議しております。

当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等

としての賞与により構成し、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本

方針とすることを取締役会で決議しております。この基本報酬は、月例の固

定報酬とし、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮し、総合

的に勘案して決定しております。固定報酬と業績連動報酬等の割合は、業績

連動報酬等が最大、固定報酬の１割としております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額は、2015年６月
26日開催の第87期定時株主総会において年額120,000千円以内（ただし、使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議しております。当該定時株
主総会終結時点の監査等委員である取締役以外の取締役の員数は５名です。

監査等委員である取締役の報酬等の額は、2015年６月26日開催の第87期定

時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主

総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社は、取締役会決議に基づき代表取締役社長山村貴伸（2023年４月から
８月までの期間は前代表取締役社長宮森宏和）が委任を受け取締役の個人別
の報酬額（基本報酬としての固定報酬および業績連動報酬等）を決定してお
ります。

その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の賞与の評価

配分としております。この権限を委任した理由は、会社全体の業績を俯瞰し

つつ、各取締役の担当職務の評価を行うには代表取締役が最も適していると

判断したからです。

なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、社外

取締役との意見交換を十分に行って決定しており、取締役会は当該内容が取

締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。

④ 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額等

区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬 業績連動報酬等

取締役
(監査等委員を除く)
(うち社外取締役)

22,804
(3,000)

22,804
(3,000)

―
(―)

5
(2)

取締役
(監査等委員)
(うち社外取締役)

12,752
(11,000)

12,752
(11,000)

―
(―)

5
(4)

― 13 ―

2024年05月28日 18時51分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



⑤ 業績連動報酬等に関する事項

各取締役に支給する業績連動報酬等である賞与については、業績向上への
意欲を高めるため、当社グループの経常利益および当期純利益を業績指標と
し、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、
職責等に応じて決定し、毎年一定の時期に支給するものとしております。

(4) 社外役員に関する事項
①重要な兼職の状況、当社での主な活動状況および社外取締役に期待される役

割に関して行った職務の概要

区 分 氏 名 重要な兼職の状況 当社での主な活動状況

取締役
(監査等委員)

黒 田 正 敏

当期開催の取締役会27回のうち26
回に出席し、また、当期開催の監
査等委員会14回のうち、監査等委
員である取締役選任後に開催され
た11回のうち10回に出席し、主に
情報通信大手での経験に基づき、
取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保する役割を果たすこと
が期待されるところ、当社取締役
会において、当該視点から積極的
な助言・提言を行うなど、客観
的・中立的な立場で監督機能を発
揮しており、監査等委員として期
待される役割を適切に果たしてお
ります。また、監査等委員会にお
いては、監査の方法、監査結果に
ついての意見交換および重要事項
の協議等を行っております。

取締役
(監査等委員)

渡 邉 雅 之 弁護士法人三宅法律事務所
パートナー

当期開催の取締役会27回の全てに
出席し、また、当期開催の監査等
委員会14回の全てに出席し、主に
弁護士としての専門的見地から取
締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保する役割を果たすことが
期待されるところ、当社取締役会
において、当該視点から積極的な
助言・提言を行うなど、客観的・
中立的な立場で監督機能を発揮し
ており、監査等委員として期待さ
れる役割を適切に果たしておりま
す。また、監査等委員会において
は、監査の方法、監査結果につい
ての意見交換および重要事項の協
議等を行っております。
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区 分 氏 名 重要な兼職の状況 当社での主な活動状況

取締役
(監査等委員)

佐々木 健 郎 ㈱マネージポート会計事務
所 代表取締役

当期開催の取締役会27回のうち、
取締役選任後に開催された22回の
全てに出席し、また、当期開催の
監査等委員会14回のうち、監査等
委員である取締役選任後に開催さ
れた11回の全てに出席し、主に公
認会計士としての専門的見地から
取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保する役割を果たすこと
が期待されるところ、当社取締役
会において、当該視点から積極的
な助言・提言を行うなど、客観
的・中立的な立場で監督機能を発
揮しており、監査等委員として期
待される役割を適切に果たしてお
ります。また、監査等委員会にお
いては、監査の方法、監査結果に
ついての意見交換および重要事項
の協議等を行っております。

(注) 子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等はありません。

②責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役との間で、任務
を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を善意でかつ重大な過失がなかった
ときは、500万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれ
か高い額に限定する契約を締結しております。

４．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 なぎさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 20,800千円

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

20,800千円
(注)１．監査等委員会は、過年度の監査時間および報酬の推移ならびに会計監査人の職務遂

行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会
計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため上
記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

３．当社の子会社であるサハキット ウィサーン カンパニー リミテッドは、当社の会
計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
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(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等その他その必

要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決

定し、取締役会は、当該決定に基づき、当議案を株主総会に提出いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項

目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人

を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後

最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由

を報告いたします。

５．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
① 当社および当社グループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令お

よび定款に適合することを確保するための体制
法令・諸規則および諸規程に反する行為等を早期に発見し是正することを

目的とし、その対策として内部監査室を設置し、コンプライアンス規程、内
部監査規程等を制定し、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、
コンプライアンスに関する研修体制の整備、内部通報制度を制定する。

② 当社および当社グループ会社の取締役および使用人の職務の執行に係る情
報の保存および管理に関する体制
取締役および使用人の職務の執行に係る情報の保存および管理が適切に行

われるよう、別途定める社内規程に基づいて取締役および使用人はこれに従
うものとする。

③ 当社および当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体
制
環境、災害、品質および輸出入管理等に係るリスクについては、「コンプ

ライアンス・リスク管理委員会」において、規則、ガイドラインの制定、研
修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスク
への対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。

④ 当社および当社グループ会社の取締役および使用人の職務の執行が効率的
に行われることを確保するための体制
取締役および使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じた効率

的な業務執行を行うために、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、人事
評価・報酬制度を整備する。
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⑤ 当社および当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保
するための体制
当社および当社グループ会社との情報の交換、人事の交流を含め当社およ

び当社グループ会社との連携体制を確立し、当社の監査等委員および当社グ
ループ会社の監査役との連絡を密にし、当社によるグループ会社に対する不
当な取引等の要求を防止するための体制を確立するため、関係会社管理規程
を整備する。

⑥ 監査等委員の職務を補助すべき当該使用人に関する体制
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、業務

執行取締役の指揮命令に服さない使用人を置く。また、内部監査室、総務部
門、経理部門が補助する。

⑦ 前号の使用人の業務執行取締役からの独立性の確保に関する体制
前号の使用人の業務執行取締役からの独立性を確保するために、監査等委

員は補助すべき使用人の人事異動について事前に報告を受け、必要な場合は
人事担当取締役に対して変更を申し入れることができる。

⑧ 業務執行取締役および使用人が監査等委員に報告をするための体制
業務執行取締役および使用人は、監査等委員に対して法定の事項に加え、

全社的に影響を及ぼす重要事項に関して業務執行取締役が決定した内容、内
部監査室が行う内部監査の結果、業務執行取締役が整備する内部通報制度に
よる通報の状況を遅滞なく報告する。
また、当社および当社グループ会社に法令違反行為や不正行為に関する通

報、報告に関する適正な仕組みを定め、当該通報、報告をしたことを理由と
して不利な取り扱いを受けないものとする。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含め

て一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、
組織全体として毅然とした対応をとる。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制」システムの構築、評

価および報告に関し、適切な運営を図る。

６．内部統制システムの運用状況

① 内部統制システム全般

当社および当社グループ会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を

当社の内部監査室がモニタリングし、改善を進めております。
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② コンプライアンス

コンプライアンス規程の制定、企業・従業員行動指針の策定等により、当

社および当社グループ会社のコンプライアンスに関する基本的な考え方等に

ついて周知を図り、法令および定款を遵守するための取り組みを継続的に行

っております。

また、当社および当社グループ会社は公益通報規程により、相談・通報体

制を設けており、コンプライアンスの実効性向上に努めております。

③ リスク管理体制

当社は、取締役（監査等委員を含む）および各部署責任者を含む執行役員

会を毎月開催し、各部門および子会社の業務執行に係る方針、計画の審議、

経営状況の報告等を受けるとともに、改善策の検討を行っております。その

中で、コンプライアンス、リスク管理に係る重要な問題に当たっては、執行

役員会内において、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、内

部統制の構築・運用状況やリスクの把握・分析を行い、審議しております。

④ 監査等委員の職務執行

監査等委員は、取締役会、その他の重要な会議に出席し意見を述べるほ

か、重要な決裁書類等の閲覧、取締役等から営業の報告等を含めた情報交

換、会計監査人および内部監査室との定期的な意見交換により、取締役の職

務の執行の監査、各事業部門における内部統制の状況およびその改善状況な

どを把握する等の業務監査を実施しております。監査等委員が実施した業務

監査の内容は、必要の都度取締役会において意見を述べております。

⑤ 反社会的勢力排除について

取引先については、取引開始時に社内、社外機関を活用し、反社会的勢力

でないことを確認しております。

また、万が一何らかの問題が生じた場合は、速やかに警察当局および顧問

弁護士に通報、相談できる体制を整えております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2024年３月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無形固定資産

リ ー ス 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

3,205,125

1,501,675

726,584

935,111

42,503

△749

1,418,230

1,152,107

176,736

64,331

860,995

14,665

35,379

34,808

5,746

5,015

24,046

231,314

136,238

11,903

5,900

55,126

22,144

流 動 負 債

支払手形及び買掛金

電 子 記 録 債 務

短 期 借 入 金

1年内償還予定の社債

１年内返済予定の長期借入金

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

社 債

長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

繰 延 税 金 負 債

退職給付に係る負債

長 期 預 り 保 証 金

1,170,301

385,802

82,825

150,000

160,000

150,199

29,795

23,352

188,327

572,899

70,000

202,080

4,007

69,963

225,348

1,500

負 債 合 計 1,743,200

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,623,431

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 564,343

利 益 剰 余 金 964,649

自 己 株 式 △5,561

その他の包括利益累計額 225,480

その他有価証券評価差額金 △8,280

為替換算調整勘定 233,760

非支配株主持分 1,031,242

純 資 産 合 計 2,880,154

資 産 合 計 4,623,355 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,623,355

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 4,334,457

売 上 原 価 3,289,124

売 上 総 利 益 1,045,333

販売費及び一般管理費 739,516

営 業 利 益 305,817

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 9,655

為 替 差 益 12,617

持分法による投資利益 121

雑 収 入 6,125 28,520

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,178

支 払 保 証 料 2,131

リ ー ス 解 約 損 2,066

雑 損 失 2,185 12,561

経 常 利 益 321,776

特 別 利 益

会 員 権 売 却 益 15 15

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 売 却 損 415

特 別 調 査 費 用 10,813 11,229

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 310,563

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 59,284

法 人 税 等 調 整 額 19,313 78,597

当 期 純 利 益 231,966

非支配株主に帰属する当期純利益 104,044

親会社株主に帰属する当期純利益 127,921

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 100,000 564,343 847,726 △5,438 1,506,631

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △10,998 △10,998

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

127,921 127,921

自 己 株 式 の 取 得 △123 △123

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純 額)

―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 116,923 △123 116,799

当 期 末 残 高 100,000 564,343 964,649 △5,561 1,623,431

その他の包括利益累計額
非 支 配
株 主 持 分

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 △22,797 160,525 137,728 867,008 2,511,368

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △10,998

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

127,921

自 己 株 式 の 取 得 △123

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純 額)

14,517 73,235 87,752 164,234 251,987

当 期 変 動 額 合 計 14,517 73,235 87,752 164,234 368,786

当 期 末 残 高 △8,280 233,760 225,480 1,031,242 2,880,154

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表

(2024年３月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

リ ー ス 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

1,278,390

573,869

31,293

409,245

208,368

14,741

22,299

10,761

7,811

948,898

686,228

155,535

6,830

37,466

192

12,888

464,898

8,417

8,064

5,746

2,317

254,605

136,238

72,093

18,873

20,352

7,047

流 動 負 債 900,539
支 払 手 形 78,111
電 子 記 録 債 務 82,825
買 掛 金 160,341
短 期 借 入 金 150,000

1年内償還予定の社債 160,000

１年内返済予定の長期借入金 150,199
未 払 金 62,825
未 払 費 用 28,558
未 払 法 人 税 等 1,540
未 払 消 費 税 等 2,750

賞 与 引 当 金 18,900

そ の 他 4,487

固 定 負 債 298,063

社 債 70,000

長 期 借 入 金 202,080

リ ー ス 債 務 4,007
退 職 給 付 引 当 金 20,475
長 期 預 り 保 証 金 1,500

負 債 合 計 1,198,603

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

1,036,965

100,000

564,343

564,343

378,184

6,966

371,218

371,218

△5,561

△8,280

△8,280

純 資 産 合 計 1,028,685

資 産 合 計 2,227,289 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,227,289

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 2,358,577

売 上 原 価 1,702,492

売 上 総 利 益 656,084

販売費及び一般管理費 570,608

営 業 利 益 85,476

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 19,763

為 替 差 益 1,713

雑 収 入 3,600 25,077

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,968

社 債 利 息 1,149

支 払 保 証 料 2,131

受 取 手 形 売 却 損 46

リ ー ス 解 約 損 2,066

雑 損 失 2,123 12,484

経 常 利 益 98,069

特 別 利 益

会 員 権 売 却 益 15 15

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 売 却 損 415

特 別 調 査 費 用 10,813 11,229

税 引 前 当 期 純 利 益 86,856

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,779

法 人 税 等 調 整 額 12,535 26,314

当 期 純 利 益 60,541

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

その他資本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利益
準備金

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 100,000 564,343 564,343 5,866 322,774

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― △10,998

利益準備金の積立 ― 1,099 △1,099

当 期 純 利 益 ― 60,541

自己株式の取得 ―

株主資本以外の項目の
当期変動額（純 額)

―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― 1,099 48,443

当 期 末 残 高 100,000 564,343 564,343 6,966 371,218

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計利益剰余金

合 計

当 期 首 残 高 328,640 △5,438 987,546 △22,797 △22,797 964,748

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △10,998 △10,998 ― △10,998

利益準備金の積立 ― ― ― ―

当 期 純 利 益 60,541 60,541 ― 60,541

自己株式の取得 ― △123 △123 △123
株主資本以外の項目の
当期変動額（純 額)

― ― 14,517 14,517 14,517

当 期 変 動 額 合 計 49,543 △123 49,419 14,517 14,517 63,937

当 期 末 残 高 378,184 △5,561 1,036,965 △8,280 △8,280 1,028,685

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年５月20日

日 本 製 麻 株 式 会 社

取 締 役 会 御中
なぎさ 監査法人

大阪府大阪市

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 山 根 武 夫

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 真 鍋 慎 一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本製麻株式会社の2023年４月１日から2024年３月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、日本製麻株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年５月20日

日 本 製 麻 株 式 会 社

取 締 役 会 御中
なぎさ 監査法人

大阪府大阪市

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 山 根 武 夫

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 真 鍋 慎 一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本製麻株式会社の2023年４月１日から2024年

３月31日までの第96期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第96期事業年度における取締役の職務の執行に

ついて監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並び

に当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で
監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話回線
又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に実出席
またはオンライン形式で出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し
ました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等とオンライン形式で意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、
取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を

「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うととも
に、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相
当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基
本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位
の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人なぎさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人なぎさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月21日

日本製麻株式会社 監査等委員会
監 査 等 委 員 黒 田 正 敏 ㊞
監 査 等 委 員 渡 邉 雅 之 ㊞
監 査 等 委 員 佐々木 健 郎 ㊞

以 上
（注）監査等委員黒田正敏、渡邉雅之及び佐々木健郎は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社

外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、収益状況に対応した配当を行うことを基本とし、配当性向の維

持・向上ならびに将来の事業展開に備えるための内部留保を勘案して決定す

る方針をとっております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績、財務状況および今後の事業
展開等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 １株につき金４円

配当総額 14,663,944円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日
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第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役３名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役である山村貴伸は、本総会終結の時

をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化を図るため、監査等委員である取締役以外

の取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査等委員である取締役以外の取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、重要な兼職の状況、
当社における地位および担当

候補者の有する
当社の株式数

１

山
やま

村
むら

貴
たか

伸
のぶ

(1960年10月20日生)
※再任

1983年４月 兵庫相互銀行(現：みなと銀行)
入行

900株

2000年10月 ㈱ワールドフルーツ 入社

2011年11月 神戸信用金庫 入庫

2014年３月 弘栄貿易㈱ 入社 管理本部長

2022年11月 同社 内部監査室長

2023年６月 当社入社 取締役経理部長
2023年８月 当社代表取締役社長兼管理本部長

（現在に至る）
【選任理由】

山村貴伸氏を引き続き取締役候補者とした理由は、2023年８月に代表取締役社長就
任以後、その職責を適切に果たし、当社の企業価値向上に寄与しており、今後の一層
の貢献を期待しているためであります。

２

高
たか

橋
はし

賢
けん

作
さく

(1955年10月３日生)
※新任

1978年４月 三井化学（旧三井石油化学工業）
㈱入社

0株

1995年４月 米国E.I.Dupont社本社出向
2013年４月 三井化学㈱ヘルスケア事業本部

理事・不織布事業部長
2016年４月 三井化学ファイン㈱入社

代表取締役社長就任
2019年８月 大阪大学大学院 理学研究科入学

高分子科学専攻 特任研究員
2020年12月 当社入社 常務執行役員
2023年７月 当社上席執行役員ボルカノ食品事

業部長（現在に至る）
【選任理由】

高橋賢作氏を取締役候補者とした理由は、企業経営および食品事業に関する豊富な
知識と経験が活かされることを期待しているためであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、重要な兼職の状況、
当社における地位および担当

候補者の有する
当社の株式数

３

森
もり

欣
きん

也
や

(1958年７月30日生)
※新任

1982年４月 ㈱東京芝浦電気（現：㈱東芝）
入社

0株

2009年４月 電力流通・産業システム社 電
機・計測技師長

2010年４月 同社 スマートコミュニティ事業
統括部長付兼務

2015年５月 東芝ITコントロールシステム㈱
社長付参事

2016年４月 東芝三菱電機産業システム㈱ パ
ワーエレクトロニクスシステム事
業部 海外事業推進担当部長

2020年12月 ㈱アジアゲートホールディングス
代表取締役社長

2023年３月 ㈱FHTホールディングス 代表取締
役社長

【選任理由】
森欣也氏を取締役候補者とした理由は、企業経営および大手電機会社でのシステム

事業に関する豊富な知識と経験が活かされることを期待しているためであります。

(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しており、当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損

害賠償請求にかかる訴訟費用および損害賠償金等が補填されることとしております。各

候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約

は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役３名のうち、黒田正敏氏は本総会終結の時をもっ

て辞任いたします。

つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと

存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、重要な兼職の状況、
当社における地位および担当

候補者の有する
当社の株式数

滝
たき

川
がわ

好
よし

夫
お

(1953年７月25日生)
※新任

※社外取締役候補者

1978年11月 神戸大学経済学部助手

0株

1993年７月 ブリティッシュ・コロンビア大学
客員研究員

1993年11月 神戸大学経済学部教授

2000年４月 神戸大学大学院経済学研究科教授
2016年３月 神戸大学大学院経済学研究科退職

（神戸大学名誉教授）
2016年４月 関西外国語大学英語キャリア学部

教授（現在に至る）
2023年６月 ㈱シーズメン 社外監査役（現在

に至る）
（重要な兼職の状況）

㈱シーズメン 社外監査役
【選任理由】

滝川好夫氏を社外取締役候補者とした理由は、大学学部およ
び大学院の経済学部等の教授を歴任しており、また、社外監査
役を現任していることから、その豊富な知識と経験が当社の適
切な監督および経営の健全性確保に貢献することを期待してい
るためであります。

(注)１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．滝川好夫氏は、社外取締役候補者であります。同氏の選任が承認された場合、同氏を

東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。

３．滝川好夫氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であ

ります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は500万円または会社法第425条第１項

に定める最低賠償責任限度額のいずれか高い額としております。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しており、当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損

害賠償請求にかかる訴訟費用および損害賠償金等が補填されることとしております。候

補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は

次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労

金贈呈の件

2023年４月６日に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任され

た網本健二氏、中川昭人氏、矢部勲氏および石井則光氏ならびに2023年７月

７日に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任された中本広太郎

氏に対し、当該５名の合計額を10,000千円以内とする退職慰労金を贈呈いた

したく、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会にご一任願

いたいと存じます。なお、退職慰労金の贈呈を相当とする理由は、網本健二

氏、中川昭人氏、矢部勲氏、石井則光氏および中本広太郎氏は在任中の当社

の業績および企業価値の維持向上に、寄与したためであります。

退任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の略歴は、次のと

おりであります。

氏 名 略 歴

あみ もと けん じ

網 本 健 二
2002年６月 当社取締役
2023年４月 当社取締役退任

なか がわ あき と

中 川 昭 人
2013年６月 当社取締役
2023年４月 当社取締役退任

や べ いさお

矢 部 勲
2021年６月 当社取締役
2023年４月 当社取締役退任

いし い のり みつ

石 井 則 光
2021年６月 当社取締役
2023年４月 当社取締役退任

なか もと こう た ろう

中 本 広太郎
2002年６月 当社取締役
2023年７月 当社取締役退任
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第５号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続

の件
当社は、2009年５月13日開催の取締役会において、会社法施行規則第118

条に定める、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
する基本方針（以下、「当社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定
するとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のため
の取り組みとして、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、当
社株式の大量買付行為に関する対応策（以下、「旧プラン」といいます。）を
導入することを2009年６月26日開催の第81期定時株主総会において、株主の
皆様にご承認いただきました。その後、2012年６月28日開催の第84期定時株
主総会においては一部改訂および継続について、2015年６月26日開催の第87
期定時株主総会、2018年６月28日開催の第90期定時株主総会および2021年６
月25日開催の第93期定時株主総会においては継続について、それぞれ株主の
皆様にご承認いただき、旧プランは現在も継続しておりますが、その有効期
限は本定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）終結の時までとなって
おります。
そして、当社は、2024年５月13日開催の取締役会において、本総会におけ

る株主の皆様のご承認を条件として、旧プランの内容を一部変更の上、継続
すること（以下、「本更新」といい、更新後のプランを「本プラン」といい
ます。）を決定いたしました。主な変更点につきましては、以下のとおりで
あります。
・「対象となる買付け等」（Ⅲ２（１））の内容につき、③を追加いたし

ました。
・特別委員会による勧告の際の当社取締役会の開示義務を明確にいたしま
した（Ⅲ２（４）(a)）。
・株主の皆様の意思を確認する株主総会の開催を原則とし、例外的に当該
株主総会を開催しないことがある旨を明記しました（Ⅲ２（５））。
・上記変更に伴う修正その他の形式的な字句の修正等
つきましては、本更新について、ご承認をお願いいたしたいと存じます。
なお、本更新につきましては、本プランの具体的運用が適正に行われるこ

とを条件として、当社監査等委員全員から賛同を得ております。

Ⅰ．当社の支配に関する基本方針
当社は、上場会社として、当社の株式について株主、投資家の皆様による

自由な取引が認められている以上、当社の株式に対する大量の買付行為また
はその提案がなされた場合においても、当社の企業価値ひいては株主共同の
利益に資するものであればこれを否定するものではなく、最終的には株主の
皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
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しかし、当社グループの事業は、産業資材事業、マット事業、食品事業、
不動産開発事業等、幅広く展開しており、当社の経営に当たっては、専門的
な知識と経験の他、当社の企業理念および企業価値の様々な源泉ならびに国
内外顧客・従業員および取引先等のステークホルダーとの信頼関係を十分に
理解することが不可欠です。従いまして、当社は、当社の財務および事業の
方針の決定を支配する者の在り方としては、これらを十分に理解し、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなけれ
ばならないと考えております。
逆に言えば、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれが

あるなど、濫用的な買付等を行う買付者および買付提案者は、当社の財務お
よび事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような買付に
対しては、当社は必要かつ相当な対応策をとることにより、当社の企業価値
ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
具体的には、大量買付行為のうち、当社の企業価値および株主の皆様の共

同の利益を明白に侵害するおそれのあるもの、強圧的二段階買付等株主の皆
様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、買付に対する代替案を
提示するために合理的に必要な期間を当社に与えることなく行われるもの、
買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を株主の皆様に十分に
提供することなく行われるもの、買付の条件等（対価の価額・種類、買付の
時期、買付の方法の適法性等）が当社の企業価値に鑑み不十分または不適当
であるもの等は、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益に資さない
ものと判断いたします。
よって、当社は、当社株式に対する買付が行われた際に、買付に応じるか

否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するため
に必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者と交渉を行う
こと等を可能とすることで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反す
る買付行為を抑止するための枠組みが必要であると考えます。

Ⅱ．当社基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社グループは、当社の経営の基本方針に従い、これまで進めてまいりま

した新中期経営計画を引き続き継続するとともに、積極的な経営を断行する
ことにより持続的成長を実現させてまいります。
当社の経営の基本方針は、ステークホルダーとの関係を重視しながらお取

引先の基盤を拡大していくことであり、この基本方針を実現するために、
「魅力ある商品で、お客様に豊かな生活を提供する」、「自然環境を保護し、
持続可能な社会に貢献する」、「時代を先取りし、世界の市場に貢献する」、
「人間性を尊重し、活力・魅力ある企業をつくる」ことを目指しております。

中長期的な経営戦略としましては、前中期経営計画の成果を基盤に、コロ
ナ禍後の需要に十分即応できる体制を構築し、持続可能な企業を目指し果敢
に収益拡大を図るものであります。生産能力の増強、お客様のニーズに沿っ
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た商品開発、人材への投資、事業の多角化、SDGsへの取り組みを推進するこ
ととし、具体的には、① 産業資材事業につきましては、黄麻商品（ジュー
ト商品）の材質性能を生かした商品の開発を進めます。また、包装資材は従
来の季節商品に加え紙袋、樹脂袋、養生用資材、防災用品およびフレコン袋
の販売強化に努めてまいります。② マット事業につきましては、子会社で
の一貫生産の強みを反映した製品を自動車業界の回復期に十分供給できる体
制を構築してまいります。③ 食品事業につきましては、コロナ禍後の販売
拡大を目指し、既存商品のペントアップ需要への対応や厳格な品質管理体制
を構築し、永年培ってきた技術によるお客様のニーズを顕在化した商品の開
発・提供のため、生産設備増強に適正な投資をしてまいります。
また、生産性向上のため、積極的に人材採用およびスキルアップへの投資

を行い、ソフトウエアの整備やコミュニケーションツールの導入・改善によ
る既存業務の見直しを図り、効率の良い多様な働き方を提示し新事業の獲得
に取り組みます。
SDGsの取り組みにつきましては、産業資材事業は、黄麻商品（ジュート商

品）の特色を生かし、森林管理、土木工事、海洋資源保護、防災分野への供
給拡大を目指します。食品事業につきましてはパスタおよびレトルト製品の
安定供給と健康維持食品開発のため受注形態や生産工程の見直しを積極的に
進め改善に取り組みます。
さらに、その推進体制としては商品の開発・生産を推進する「事業部制」

と国内をブロックに分割して地域密着型の営業を行う「支店制度」が確立し
ており、販売と生産がバランス良くかみ合う推進体制により、高い競争力の
実現と収益力確保を目指してまいります。
海外事業におきましては、いち早くタイ国に拠点をつくり、現在では、東

南アジア地域をはじめ、中国、中東諸国、豪州等に販路を拡大しておりま
す。また、海外事業の成長が国内事業の発展にもつながる体制が構築され、
海外での情報を独自性と競争力をもつ商品開発に生かすとともに、今後さら
に国内における海外企業との競争激化が予想されるなか、当社の海外商品戦
略を強力に推進してまいります。
このように当社は、顧客に対して高いブランド価値に基づいた商品の提案

を長年にわたり積み重ねてきたことが、現在の企業価値の源泉になってお
り、企業文化の継続・発展が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利
益を最大化することにつながると考えております。今後も、中長期的な目標
を見据えた堅実な経営を基本としながら、経営資源の配分の見直しや戦略的
投資を行い、より競争力を高め企業の成長を推進してまいります。
また、当社はコンプライアンス体制の充実が社会全体からますます求めら

れており、これを経営上の重要課題と認識し、内部統制システムの体制強化
を図ることにより、顧客や株主の皆様はもとより社会全体から高い信頼を得
るように努めてまいります。
上記取り組みを着実に実行することで、当社の持つ経営資源を有効に活用
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するとともに、様々なステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させる
ことが、当社および当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上
に資することができると考えております。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定
が支配されることを防止するための取り組み

１．本プランの目的
本プランは、上記Ⅰ．に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって継続するものです。
当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、買付け
等（Ⅲ２（２）で定義します。）を自ら単独でまたは他の者と共同ないし協
調して行おうとする者および買付提案者（以下、併せて「買付者等」といい
ます。）に対して事前に当該買付け等の行為に関する情報提供を求め、これ
により買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取
締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の
皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付けを抑止するための枠組
みが必要不可欠であると判断しました。
そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の

財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの
一環として、本総会で株主の皆様にご承認いただけることを条件として、本
更新を決定いたしました。
なお、当社の2024年３月31日現在の大株主の状況は【別紙１】のとおりで

す。また、本プランの継続を決定した時点におきましては、特定の第三者よ
り当社取締役会に対して大量買付行為に関する提案を受けている事実はあり
ません。

２．本プランの内容
（１）対象となる買付け等

本プランにおいては、次の①、②または③に該当する買付け等がなされる
場合（当社取締役会があらかじめ同意した場合を除く。）に、本プランに定
める手続に従っていただくこととします。
① 当社が発行者である株券等（注１）について保有者（注２）の株券等

保有割合（注３）の合計が20％以上となる買付けその他の取得
② 当社が発行者である株券等（注４）について、公開買付け（注５）に

係る株券等の株券等所有割合（注６）およびその特別関係者（注７）
の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け
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③ 上記①または②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、(ⅰ)当社の

株券等の取得をしようとする者またはその共同保有者（注８）もしくは特別

関係者（以下、本③において「株券等取得者等」といいます。）が、当社の他

の株主（複数である場合を含みます。以下、本③において同じとします。）と

の間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該株

券等取得者等の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、また

は当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支

配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係（注９）を樹立

する行為（注10）であって、(ⅱ)当社が発行者である株券等につき当該株券

等取得者等と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20％以上となるような

行為

注１：金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。
以下別段の定めがない限り同じです。

注２：金融商品取引法第27条の23第３項に規定する保有者を意味します。
以下別段の定めがない限り同じです。

注３：金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合を意味
します。以下別段の定めがない限り同じです。

注４：金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等を意味します。
以下②において同じです。

注５：金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けを意味しま
す。以下別段の定めがない限り同じです。

注６：金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合を意味
します。以下別段の定めがない限り同じです。

注７：金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者を意味しま
す。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者によ
る株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第１項で定め
る者を除きます。以下別段の定めがない限り同じです。

注８：金融商品取引法第27条の23第５項に規定される共同保有者を意味し、同条

第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます（当社取締役会がこ

れに該当すると認めた者を含みます。）。以下別段の定めがない限り同じで

す。

注９：「当該株券等取得者と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配

しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が存するか否

かの判定は、現在または過去の資本関係（共同支配の関係を含みます。）、

業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用

供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利

害関係等や、当該株券等取得者および当該他の株主が当社に対して直接・

間接に及ぼす影響等を基礎として行うものとします。
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注10：③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が特別委員会の判

断を尊重し合理的に行うものとします。なお、当社取締役会は、③所定の

要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に

対して必要な情報の提供を求めることがあります。

（２）買付者等に対する情報提供の要求
買付者等が上記（１）に該当する買付けまたはその提案（以下、併せて

「買付け等」といいます。）を自ら単独でまたは他の者と共同ないし協調して
行う場合には、まず、その実施に先立ち、当社に対して当該買付者等が買付
け等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の意向表明書を提出してい
ただきます。

意向表明書は当社の定める書式によるものとし、買付者等の名称・住所・
設立準拠法・代表者の氏名・国内連絡先・買付け等の概要を明示していただ
きます。なお、意向表明書における使用言語は日本語に限ります。

次に、当社は、意向表明書受領後10営業日以内に、買付者等に対し、当社
株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成等のために提供して
いただくべき情報（以下、「本必要情報」といいます。）のリストを交付しま
す。提供していただく情報の具体的内容は、買付者等の属性、買付け等の内
容により異なりますが、項目の具体例としては以下のものが挙げられます。
なお、係る情報を提供していただく際の使用言語も日本語に限ります。

(a) 買付け等の具体的内容
① 買付け等の目的、方法および内容（買付け等の時期、関連する取引

の仕組み、買付け等の方法の適法性、買付け等の実行の確実性等を
含みます。）

② 買付け等に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意
思連絡が存する場合にはその内容

③ 買付け等の対価の内容（価額・種類等）、対価の算定根拠（算定の
前提となる事実や仮定、算定方法、算定に用いた数値情報および買
付け等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの
額およびその算定根拠等を含みます。）

④ 買付け等の資金の裏付け、買付者等に対する資金の供与者（実質的
供与者を含みます。）の具体的名称および資金の調達方法（関連す
る取引の内容を含みます。）

⑤ 買付け等を行った後の当社グループの経営方針、事業計画、財務計
画、資本政策、配当政策、資産活用策等の内容

⑥ 買付け等の後における当社および当社グループの従業員、取引先、
顧客等の利害関係人の処遇方針

⑦ その他当社が合理的に必要と判断する情報
(b) 買付者等に関する事項

買付者等およびそのグループ（共同保有者、特別関係者およびファンドの
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場合は組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、
経歴または沿革を含みます。）、事業内容、財務状態、経営状態および業績、
過去の企業買収の経緯およびその結果、過去の法令違反行為の有無とその内
容、役員の経歴等。

当社取締役会は、上記に述べた買付者等より提供された情報につきまして
は、速やかにこれを特別委員会（下記(4)(a)をご参照）に提出いたします。

また、当社は、当初提供していただいた情報だけでは、株主の皆様の判断
に資する意見を形成するには不十分であると考えられ、かつ追加情報の必要
性につき特別委員会からも書面による賛同を得られる場合、十分な情報が揃
うまで追加的に情報提供をしていただくよう要請します。但し、買付者等が
回答を行う期間（以下、「情報提供期間」といいます。）は、本必要情報のリ
スト発送日から起算して60日を上限として設定され、本必要情報が十分に揃
わない場合でも情報提供期間が満了したときは、買付者等との情報提供に係
るやりとりを打ち切って、下記（３）の手続に入るものとします。

なお、当社取締役会は、買付者等が現れた事実および意向表明書が提出さ
れた事実については適切に開示し、当社に提供された情報については、株主
の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時
点で、その全部または一部を開示します。

（３）買付け等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示
当社取締役会は、上記（２）に基づき当社が求めた情報が十分に揃ったと

認めた場合または情報提供期間が満了した場合、その旨を買付者等に通知
し、かつ速やかにその旨を開示するとともに、当社取締役会によるこれらの
情報の評価・検討、買付者等との交渉あるいは当該買付け等に対する意見形
成、代替案の策定等を行うための時間的猶予として、当該買付け等の内容に
応じて下記①または②による期間（以下、「評価期間」といいます。）を設定
します。買付け等は、この評価期間が経過した後に初めて実施され得るもの
とします。

① 対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買い
付けの場合には60日

② その他の買付けの場合には90日
当社取締役会は、評価期間内において、買付者等から提供された情報・資

料に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点か
ら、買付者等の買付け等の内容の評価・検討等を行います。また、当社取締
役会は、必要に応じて、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向
上の観点から当該買付内容を改善させるために、当該買付者等と協議・交渉
を行うとともに、株主の皆様に対する代替案の提示を行うものとします。

なお、当社取締役会は、評価期間内に本プランの発動または不発動に関す
る決定を行うに至らない場合には、その決議により、買付者等の買付け等の
内容の検討、買付者等との交渉、代替案の作成等に必要とされる範囲内で評
価期間を延長することができます（但し、延長期間は60日間を上限とし、再
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延長はしないものとします。）。
この場合、当社取締役会は評価期間を延長するに至った理由、延長期間そ

の他適切と認める事項について、当該延長の決議後速やかに情報開示を行い
ます。

（４）特別委員会による勧告
(a) 特別委員会について

当社は、上記(３)に定める買付者等との協議、交渉、評価期間の延長およ
び下記(b)に定める発動事由の該当性等に関する当社取締役会の判断の客観
性・合理性を担保するため、取締役会とは独立した特別委員会を設置いたし
ます。

特別委員会は、【別紙２】特別委員会規程に定められた手続に従い、評価
期間内に、買付者等の買付け等の内容につき評価・検討し、当社取締役会に
対する勧告を行います。

特別委員会が評価・検討等を行うに当たっては、その判断が企業価値、株
主の皆様の共同の利益に適うものとなることを確保するため、当社の費用に
より独立した第三者である専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護
士、公認会計士等）の助言を得ることができるものとしています。

特別委員会の決定は、原則として構成員全員が出席し、その過半数をもっ
てこれを行うものとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重して最終的な
決定を行います。なお、特別委員会が当社取締役会に対して以下の(b)また
は(c)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とそ
の概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、適用ある法令
等に従い速やかに開示いたします。

特別委員会を構成する委員は３名以上とし、概要として以下の条件を満た
した者の中から当社取締役会により選任され、原則として当社に対する善管
注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者をいいます。なお、特
別委員会の委員の氏名および略歴は【別紙３】のとおりです。

① 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以
下、併せて「当社等」といいます。）の取締役（但し、社外取締役
および監査等委員である社外取締役を除きます。以下同じ。）、また
は監査役（但し、社外監査役を除きます。以下同じ。）等となった
ことがない者

② 現在または過去における当社等の取締役または監査役の親族でない
者

③ 当社等との間に特別利害関係がない者
④ 実績ある法人経営者、弁護士、公認会計士もしくは有識者またはこ

れらに準ずる者
(b) 特別委員会による本プラン発動の勧告

特別委員会は、買付者等による買付け等が以下の事由（以下、「発動事由」
といいます。）のいずれかに該当し、本プランを発動することが相当と認め
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られる場合には、当社取締役会に対して、本プランの発動（具体的な対抗措
置の内容は下記(６)に記載のとおりです。）を勧告します。

① 本プランに定める手続を遵守しない買付け等である場合
② 次の（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げる行為等により、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあ
る買付け等である場合

（ⅰ）買付者等が真に会社経営に参画する意思がないにもかかわらず、
ただ株価をつり上げて、買い占めた株式について当社または当社
の関係者に対して高値で買取りを要求すること（いわゆるグリー
ンメイラーであること）

（ⅱ）当社の経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の
事業経営上必要となる重要な知的財産権、ノウハウ、企業機密情
報、主要取引先や顧客等の資産等を廉価に取得する等会社の犠牲
の下に買付者等の利益を実現する経営を行うこと

（ⅲ）当社または当社グループ会社の資産を買付者等やそのグループ会
社等の債務の担保や弁済原資として流用すること

（ⅳ）当社の経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の
不動産、有価証券等の事業に当面関係していない高額資産等を処
分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時
的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜けるこ
と

③ 強圧的二段階買付け（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘するこ
となく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしな
いで公開買付け等の株式買付けを行うこと）等当社の株主に株式の
売却を事実上強要するおそれのある買付け等である場合

④ 当社に、当該買付け等に対する代替案を提示するために合理的に必
要な期間を与えることなく行われる買付け等である場合

⑤ 当社株主に対して、本必要情報その他買付け等の内容を判断するた
めに合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われる
買付け等である場合

⑥ 買付け等の条件（対価の価額・種類、買付けの時期、買付方法の適
法性、買付実行の確実性、買付け後における当社の従業員、取引
先、顧客その他当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）
が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当なものである場合
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⑦ 当社の持続的な企業価値増大の実現のために必要不可欠な従業員、
顧客を含む取引先、債権者などの当社に係る利害関係者との関係を
破壊し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれの
ある買付け等である場合
但し、特別委員会は、権利確定のための基準日の前後の如何にかか
わらず、上記勧告後買付者等が買付けを撤回した場合その他買付け
等が存しなくなった場合、または上記勧告の判断の前提となった事
実関係に変動が生じ、買付者等による買付け等が発動事由に該当し
ないと判断するに至った場合には、改めて本プランの発動の中止ま
たは撤回を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告する
ことができるものとします。当社取締役会は、当該勧告を最大限尊
重し、対抗措置の発動を中止するか否かを決議します。そして、対
抗措置の発動の中止を決議した場合、速やかに当該決議の概要その
他当社取締役会が適切と判断する事項について情報開示を行いま
す。
対抗措置の発動の中止の決議が新株予約権の無償割当の効力発生日
の前日までになされた場合には新株予約権の割当てを中止し、当該
決議が新株予約権の無償割当の効力発生後新株予約権の行使期間開
始日前日までになされた場合には、当社は、当該新株予約権を無償
取得することとします。

(c) 特別委員会による本プラン不発動の勧告
特別委員会は、買付者等が上記（２）および（３）に定める情報提供なら

びに評価期間の確保その他本プランに定める手続を遵守していると判断し、
かつ買付者等から提供された情報・資料の評価・検討および当社取締役会に
よる買付者等の協議・交渉の結果、買付者等による買付け等が、発動事由の
いずれにも該当しないと判断するに至った場合には、当社取締役会に対して
本プランの不発動を勧告します。

但し、特別委員会は、当該判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、
買付者等による買付け等が発動事由のいずれかに該当すると認められるに至
った場合には、改めて本プランの発動を含む別個の判断を行い、これを当社
取締役会に勧告することができるものとします。

（５）株主意思の確認
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当社取締役会は、(ⅰ)本プランの発動を実施する場合、または(ⅱ)特別委
員会から本プラン発動に係る株主総会の招集を勧告された場合には、 原則
として、実務上可能な限り最短の期間で株主総会を開催できるように速やか
に株主総会（以下、「株主意思確認総会」といいます。）を招集し、本プラン
発動に関する議案（本プランに係る本新株予約権の無償割当に関する事項を
決定する権限を当社取締役会に委任する決議を含みます。）について、決議
するものとします。当社取締役会は、株主意思の確認を行う方法について決
定した場合にはその決定内容を、株主意思確認総会を実施した場合には投票
結果その他当社取締役会が適切と判断する事項について、それぞれ速やかに
情報開示を行います。

但し、買付者等が、本プランに定められた手続を遵守せずに実行しようと
した場合には、株主意思確認総会を開催する時間が存しないことおよび株主
の皆様が買収等の是非を判断するために必要な情報を確保することができな
いことから、当社取締役会は、特別委員会の意見を尊重した上で、株主意思
確認総会を経ることなく本プランの発動を実施することがあります。

（６）取締役会の決議
当社取締役会は、上記（４）による特別委員会の勧告および上記（５）に

よる株主意思確認総会の決議を最大限尊重し、本プランの発動もしくは不発
動または発動の中止もしくは撤回を最終的に決定いたします。当社取締役会
は、当該決定を行った場合、当該決定の概要、特別委員会の勧告の概要その
他当社取締役会が適切と認める事項について、決定後速やかに情報開示を行
うものとします。

買付者等は、本プランに係る手続の開始後、当社取締役会が本プランの発
動または不発動に関する決議を行うまでの間、または株主意思確認総会が開
催される場合には当該株主総会において本プラン発動に関する決議がなされ
るまでの間、買付け等を実行してはならないものとします。

なお、発動の決定後に、本プランの発動の中止または撤回が決定された場
合には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じないことになりますので、
１株当たりの株式の価値に希釈化が生じることを前提にして売買を行った場
合には、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

（７）具体的方策の内容
当社取締役会が不適切な買付け等に対抗するための具体的方策は、【別紙

４】「新株予約権無償割当ての要項」に記載の新株予約権（以下、「本新株予
約権」といいます。）の無償割当ての方法による発行によります。
本新株予約権の主な内容は、以下のとおりです。

(a) 割当対象株主
本新株予約権の発行に関する決議（以下、「本新株予約権発行決議」とい

います。）を行う時に当社取締役会が定める基準日（以下、「割当期日」とい
います。）における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有株式
（但し、当社の保有する当社株式を除きます。）１株につき本新株予約権１個
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の割合で、本新株予約権を割当てます。
(b) 本新株予約権の目的となる株式の種類および数

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権
１個当たりの目的となる株式数は、別途調整がない限り１株とします。
(c) 本新株予約権の総数

割当期日における最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の保
有する当社株式の数を除きます。）を上限とします。
(d) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

本新株予約権の行使により交付される株式１株当たりの払込金額は、１円
とします。
(e) 本新株予約権の行使期間

本新株予約権無償割当ての効力発生日から３週間を経過した日から６ヶ月
を経過した日までとします。但し、行使期間の最終日が払込取扱場所の休業
日に当たるときは、その翌営業日を最終日とします。
(f) 本新株予約権の行使条件

①「特定大量保有者」、②「その共同保有者」、③「特定大量買付者」、
④「その特別関係者」もしくは⑤「上記①から④記載の者から本新株予約権
を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者」、または
⑥「上記①から⑤記載の者の関連者」（以下、①から⑥に該当するものを
「非適格者」と総称します。）のいずれにも該当しない者のみが、本新株予約
権を行使することができます。また、国内外の適用法令上、本新株予約権を
行使することにより所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新
株予約権を行使することができません。なお、上記に用いられる用語の定義
および詳細については、【別紙４】「新株予約権無償割当ての要項」をご参照
ください。
(g) 本新株予約権の取得

① 当社は、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取
締役会が認める場合には、当社取締役会の決定により、本新株予約
権の無償割当ての効力発生日から本新株予約権の行使期間が満了す
る時までの間で当社取締役会が定める日において、全ての本新株予
約権を無償で取得することができるものとします。

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者
の有する新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日
までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本
新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式１株を交付するこ
とができます。当社が取得を実施した以降に、非適格者以外の第三
者が譲渡等により非適格者が有していた本新株予約権を有するに至
った場合等には、当社は係る本新株予約権の取得を複数回行うこと
ができます。
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(h) 本新株予約権の譲渡
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。

（８）本プランの有効期間ならびに継続、廃止および変更
本プランに係る有効期間は、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時

までとします。
そして、当社は、2027年３月期に係る定時株主総会において、本プランの

継続につき株主の皆様の承認を要するものとし、本プランの継続につき株主
の皆様の承認が得られた場合には、当該定時株主総会終了後３年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時まで本プラ
ンは引き続き効力を有するものとし、以後も同様に、３年ごとに本プランの
継続につき株主の皆様の意思を確認することとします。

但し、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本
プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または当社株主総会で選任され
た取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われ
た場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。従って、本プ
ランは株主の皆様のご意向によってこれを廃止させることが可能です。

また、当社は金融商品取引法等関係法令等の改正・整備等を踏まえた当社
取締役会の検討に基づき、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の
観点から、必要に応じて本プランを見直し、または変更する場合がありま
す。

本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実な
らびに変更の場合には変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項につ
いて、情報開示を速やかに行います。

Ⅳ．上記の各取り組みに対する当社取締役会の判断およびその判断に係る理由
１．基本方針の実現に資する特別な取り組み（上記Ⅱ．の取り組み）について

上記Ⅱ．に記載した各取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたもの
であり、基本方針の実現に資するものです。

従って、これらの各取り組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益
に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは
ありません。

２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決
定が支配されることを防止するための取り組み（上記Ⅲ．の取り組み）に
ついて

（１）本プランが基本方針に沿うものであること
本プランは、当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、買付者等

に対して事前に当該買付行為に関する情報提供を求め、これにより買付けに
応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を
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提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために買付
者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。

（２）当該取り組みが株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の
会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は次の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止す
るための取り組みは、当社株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当
社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。
(a) 買収防衛策に関する指針および在り方の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が2005年５月27日に発表した「企業
価値・株主共同利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」に
定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・
株主意思の原則、必要性・相当性の原則）、および、2008年６月30日に経済
産業省企業価値研究会から発表された「近時の諸環境の変化を踏まえた買収
防衛策の在り方」の内容を充足し、加えて、経済産業省が「公正な買収の在
り方に関する研究会」での議論等を踏まえて2023年８月31日に発表した「企
業買収における行動指針」の内容にも沿っております。
(b) 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）

本プランは、株主総会において、定款の定めに基づき、株主の皆様のご承
認をいただくことを条件として旧プランより改訂されます。

また、上記Ⅲ．２．（５）「取締役会の決議」に記載したとおり、特別委員
会から本プラン発動に係る株主総会の招集を勧告された場合には、当社取締
役会は株主総会を招集し、本プラン発動に関する議案を付議して、株主総会
において本プラン発動の決議がなされることを要するものとしています。

さらに、上記Ⅲ．２．（７）「本プランの有効期間ならびに継続、廃止およ
び変更」に記載したとおり、本プランは有効期間を約３年間とするいわゆる
サンセット条項が設けられており、かつその有効期間の満了前であっても、
当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合、または
当社株主総会で選任された取締役により構成される当社取締役会において本
プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止
されることになります。その意味で、本プランへの継続および廃止は、当社
の株主の皆様の意思に基づくこととなっております。
(c) 合理的かつ客観的な発動事由の設定

本プランは、上記Ⅲ.２.（４）(b)に記載したとおり、あらかじめ定めら
れた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設
定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを
確保しているものといえます。そして、係る発動事由は、わが国における裁
判例の分析や上記「指針」等を参考に、適切かつ合理的な買収防衛策のあり
方を精緻に分析した上で設定されたものであります。
(d) 特別委員会の設置
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当社は、買付者等との協議、交渉、評価期間の延長および発動事由の該当
性等に関する当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、特別委
員会を別途設置しております。

特別委員会は、係る特別委員会設置の目的に鑑み、上記Ⅲ.２.（４）(a)
に記載する条件を満たす、当社取締役会から独立した者からのみで構成さ
れ、また、当社の費用により、独立した第三者である専門家(フィナンシャ
ル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ることができるもの
としております。

特別委員会は、特別委員会規程に定められた手続に従い、発動事由の該当
性等につき評価・検討し、当社取締役会に対する勧告を行います。当社取締
役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重し、本プランの発動もしくは不発
動、あるいは発動の中止または撤回を最終的に決定します。
(e) デッドハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会によ
り廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買付けた
者が、当社株主総会で取締役を指名し、係る取締役で構成される取締役会に
より、本プランを廃止することが可能であります。

従って、本プランはデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半
数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

Ⅴ．株主および投資家の皆様への影響
１．本プランの継続時に株主および投資家の皆様に与える影響

本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従っ
て、株主および投資家の皆様の権利および経済的利益に直接具体的な影響を
与えることはありません。

２．本新株予約権の発行時に株主および投資家の皆様に与える影響
当社取締役会または当社株主総会において本プランの発動を決定し、新株

予約権無償割当てによる本新株予約権の発行決議を行った場合、当該決議に
おいて定められる割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様
に対し、その保有する株式１株につき１個の割合で、本新株予約権が無償に
て割当てられます。

３．本新株予約権の発行に伴って株主の皆様に必要となる手続
（１）当社取締役会または当社株主総会において本プランの発動を決定し、新

株予約権無償割当てによる本新株予約権の発行決議を行った場合、当社
取締役会で割当期日を定め、これを公告します。割当期日における最終
の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その有する株式の数に応じ
て本新株予約権が割当てられますので、当該基準日における最終の株主
名簿に記録される必要があります。
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（２）本新株予約権行使の手続
当社は、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に

対し、本新株予約権の行使請求書（株主ご自身が非適格者ではないこと
等の誓約文書を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新
株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。株主の皆様におか
れましては、当社取締役会が別途定める権利行使期間内にこれらの必要
書類を提出したうえ、本新株予約権１個当たり１円を払込取扱場所に払
い込むことにより、１個の本新株予約権につき、１株の当社普通株式が
発行されることになります。

（３）本新株予約権取得の手続
当社が本新株予約権を当社株式と引換えに取得することができると定

めた場合には、当社が取得の手続を取れば、当社取締役会が別途定める
日をもって、本新株予約権を取得します。

このうち、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、こ
れと引換えに当社普通株式を交付する場合には、行使価額相当の金銭を
払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、
１株の当社普通株式を受領することになります。そのため、この場合本
新株予約権の行使請求書等の送付はいたしませんが、かかる株主の皆様
には、別途、当社株式の割当対象株主の皆様の口座への振替に必要な情
報をご提供いただくほか、ご自身が非適格者でないこと等についての表
明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓
約書をご提出いただくことがあります。

上記のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法の
詳細につきましては、本新株予約権無償割当てに係る決議において決定
された後、株主の皆様に対して情報開示または通知いたしますので、当
該内容をご確認下さい。

以 上
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【別紙１】

大株主の状況（2024年３月31日現在）

株 主 名
当社への出資状況

持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ゴ ー ゴ ー カ レ ー グ ル ー プ 706,700株 19.28％

BOND CAPITAL CREATION PTE. LTD. 597,000 16.28

A R G E N T W I S E C O., L T D. 277,085 7.56

PCK キ ャ ピ タ ル 有 限 責 任 事 業 組 合 178,000 4.86

ブ ル ベ ア 株 式 会 社 129,400 3.53

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 40,078 1.09

株 式 会 社 二 鶴 39,700 1.08

頴 川 欽 和 32,300 0.88

有 限 会 社 ヨ ン イ チ ヨ ン ア ー ト 28,600 0.78

株 式 会 社 み な と 銀 行 27,200 0.74

(注) 持株比率は四捨五入により小数点第２位までを表示しております。また、自己株式

（7,334株）を控除して計算しております。

【ご参考】（2024年３月31日現在）
１. 発行可能株式総数 9,000,000株
２. 発行済株式の総数 3,673,320株
３. 株主数 4,991名

以 上
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【別紙２】

特別委員会規程

第１条（目的）
当社株式の大量買付行為に関する対応策（以下、「本プラン」という。）の

特別委員会については、本特別委員会規程による。
第２条（権限および義務）

特別委員会は、当社に対する買付け等がなされた場合、買付け等の内容に
ついて提供された情報に基づき評価・検討を行い、必要があれば、評価期間
の延長を勧告したり、当社代表取締役等を通じて買収予定者と交渉するなど
により、買付け等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益のために改善さ
れるように努め、最終的に本特別委員会規程の定めるところに従い、第９条
に定める発動事由の有無につき判断し、本プランを発動するか否かにつき当
社取締役会に対し勧告を行うものとする他、第10条に記載されている事項を
行うものとする。

２ 特別委員会は買付者等から当社取締役会に対して提供された全ての資料お
よび当社取締役会によるこれらの情報に対する評価等、特別委員会における
決議および勧告のために必要な情報の提出を当社取締役会に求めることがで
きる。

３ 特別委員は前項に定める事項につき、善良なる管理者の注意をもって行
う。

第３条（構成者と役割）
特別委員会は、当社取締役会の決議により設置される。

２ 特別委員会は、特別委員会委員の全員をもって構成する。
３ 特別委員会の委員は、３名以上とする。
４ 特別委員会の委員は、以下の条件を満たした者の中から当社取締役会によ

り選任されるものとし、原則として、当社に対する善管注意義務条項等を含
む委任契約を当社との間で締結しなければならない。
(1) 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下、合

わせて「当社等」という。）の取締役（但し、社外取締役および監査等委員
である社外取締役を除く。以下同じ。）、または監査役（但し、社外監査役
を除く。以下同じ。）等となったことがない者

(2) 現在または過去における当社等の取締役または監査役の親族でない者
(3) 当社等との間に特別利害関係がない者
(4) 実績ある法人経営者、弁護士、公認会計士もしくは有識者またはこれら

に準ずる者
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５ 特別委員会は、当社に対する買付け等がなされた場合、買付け等の内容に
ついて情報収集・検討を行い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資
するか否かという観点から意見を述べ、決議に参加しなければならず、専ら
自己または当社取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

第４条（開催）
特別委員会は、第５条の規定に基づき、各特別委員会委員が招集した際に

開催する。
第５条（招集権者）

特別委員会は、各特別委員会委員が招集する。
２ 当社代表取締役社長（代表取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締

役会で定めた他の取締役。以下同じ。）は、各特別委員会委員に特別委員会の
招集を要請することができる。

３ 前項の規定による請求があった日から３日以内に特別委員会の招集の通知
が発せられない場合は、当社代表取締役が特別委員会を招集することができ
る。

第６条（招集通知）
特別委員会の招集通知は、各特別委員会委員に対し開催日の３日前までに

発信する。
但し、緊急のときはこれを短縮できる。

第７条（招集手続の省略）
特別委員会は、特別委員会委員の同意があれば、招集の手続を省略して開

催することができる。
第８条（決議方法）

特別委員会は、特別委員会委員の全員が出席して成立し、出席者の過半数
の賛成をもって決議する。但し、特別委員会委員がやむをえない理由により
欠席した場合には、特別委員会委員の過半数が出席して成立し、出席者の過
半数の賛成をもって決議する。

２ 特別委員会委員が特別委員会を欠席するときは、原則として開催日の前日
までに、その旨を理由とともに書面で事務局に届出なければならない。

３ 議案に関し特別の利害関係がある特別委員会委員は、決議に加わることが
できない。

第９条（勧告）
特別委員会は、買付者等による買付け等が以下の事由（以下、「発動事由」

という。）のいずれかに該当し、本プランを発動することが相当と認められ
る場合には、当社取締役会に対して本プランの発動の勧告をする他、本プラ
ンの発動の不実施、中止、その他合理的な一切の勧告をできるものとする。

① 本プランに定める手続を遵守しない買付け等である場合
② 次の（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げる行為等により、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付け等であ
る場合
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（ⅰ）買付者等が真に会社経営に参画する意思がないにもかかわらず、ただ
株価をつり上げて、買い占めた株式について当社または当社の関係者に対
して高値で買取りを要求すること（いわゆるグリーンメイラーであること）

（ⅱ）当社の経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業
経営上必要となる重要な知的財産権、ノウハウ、企業機密情報、主要取引
先や顧客等の資産等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に買付者等の利
益を実現する経営を行うこと

（ⅲ）当社または当社グループ会社の資産を買付者等やそのグループ会社等
の債務の担保や弁済原資として流用すること

（ⅳ）当社の経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の不動
産、有価証券等の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その
処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の
急上昇の機会を狙って高値で売り抜けること

③ 強圧的二段階買付け（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、
二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで公開買付け等
の株式買付けを行うこと）等、当社の株主に株式の売却を事実上強要するお
それのある買付け等である場合

④ 当社に、当該買付け等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期
間を与えることなく行われる買付け等である場合

⑤ 当社株主の判断および当社取締役会としての意見形成等のために必要な情
報その他買付け等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分
に提供することなく行われる買付け等である場合

⑥ 買付け等の条件（対価の価額・種類、買付けの時期、買付方法の適法性、
買付実行の確実性、買付け後における当社の従業員、取引先、顧客その他当
社に係る利害関係者の処遇方針等を含む。）が当社の本源的価値に鑑み不十分
または不適当なものである場合

⑦ 当社の持続的な企業価値増大の実現のために必要不可欠な従業員、顧客を
含む取引先、債権者などの当社に係る利害関係者との関係を破壊し、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある買付け等である場合

但し、特別委員会は、権利確定のための基準日の前後の如何にかかわら
ず、上記勧告後買付者等が買付け等を撤回した場合その他買付け等が存しな
くなった場合、または上記勧告の判断の前提となった事実関係に変動が生
じ、買付者等による買付け等が発動事由に該当しないと判断するに至った場
合には、改めて本プランの発動の中止または撤回を含む別個の判断を行い、
これを当社取締役会に勧告することができる。

２ 特別委員会は、決議の結果を、理由を付して、速やかに当社取締役会に勧
告する。
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３ 当社取締役会は、前項の特別委員会の勧告を最大限尊重して、最終的な決
定を行う。本プランの発動が当社株主総会に付議された場合は、当該株主総
会の決議に従う。

４ 特別委員会の勧告内容については、当該事項についての当社取締役会の決
議内容を発表する際に公表する。

第10条（その他の権限事項）
前条に加え、特別委員会は、以下の各号に記載されている事項を行うこと

ができるものとする。
① 本プランの対象となる買付け等への該当性の判断
② 買付者等および当社取締役会が特別委員会に提供すべき情報およびその回

答期限の決定
③ 買付者等の買付け等の内容の精査・検討
④ 買付者等との交渉・協議
⑤ 代替案の提出の要求・代替案の検討
⑥ 評価・意見の公表
⑦ 買付者等と特別利害関係者の判断
⑧ 非適格者の該当性の判断
⑨ その他本プランにおいて特別委員会が行うことができると定められた事項
⑩ 当社取締役会において別途特別委員会が行うことができるものと定めた事

項
第11条（諮問）

特別委員会が必要とするときは、当社取締役、相談役、顧問、執行役員、
会計監査人、従業員その他特別委員会が必要と考えた関係者を特別委員会に
出席させて、必要な事項の報告を求め、意見を述べさせることができる。

２ 特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家（フィナンシ
ャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士その他の専門家を含む。）の助言を
得ること等ができる。

第12条（議事録）
特別委員会の議事については、その経過要領および結果を記載した議事録

を作成し、出席した特別委員会委員が記名押印する。
２ 議事録は欠席した特別委員会委員に対し、速やかに回覧する。

第13条（事務局）
特別委員会の事務局は当社総務部とする。

第14条（本規程の改廃）
この規程の改廃は、当社取締役会の決議による。

以 上
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【別紙３】
特別委員会委員の略歴

道 上 明 （みちがみ あきら）

昭和51年３月 中央大学法学部卒業

昭和57年４月 弁護士登録（現）

神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）入会

模法律事務所入所

昭和61年５月 赤木法律事務所入所

昭和62年４月 赤木・道上法律事務所と名称変更

平成10年４月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）副会長

平成11年４月 神戸地方裁判所洲本支部調停委員（現）

平成13年10月 神戸ブルースカイ法律事務所開設（現）

平成19年４月 兵庫県弁護士会会長

平成22年４月 日本弁護士連合会副会長

令和２年４月 近畿弁護士会連合会理事長

石 原 俊 彦 （いしはら としひこ）

平成元年３月 関西学院大学大学院商学研究科博士課程

後期課程単位取得満期退学

平成元年８月 公認会計士登録（現）

平成２年４月 京都学園大学経済学部専任講師（監査論・簿記担当）

平成12年３月 博士（商学）関西学院大学（現）

平成17年４月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授（現）

平成20年４月 関西学院大学大学院経営戦略研究科博士後期課程指導

教授（現）

令和２年６月 兵庫県西宮市代表監査委員

坂 東 和 宏 （ばんどう かずひろ）

昭和60年３月 大阪工業大学工学部電気工学科卒業

昭和60年４月 大日本製薬株式会社入社

平成７年４月 公認会計士登録（現）

平成12年２月 税理士登録（現）

平成19年７月 大阪監査法人 代表社員

平成26年７月 ひびき監査法人（合併により名称変更） 代表社員

令和５年７月 海南監査法人 代表社員 大阪事務所所長（現）

以 上
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【別紙４】
新株予約権無償割当ての要項

(a) 本新株予約権の内容

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類および数

１）本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
２）本新株予約権を取得するのと引換えに当社普通株式を交付（当社普通株

式を発行することまたはこれに代わる当社の有する当社普通株式を移転す
ることを合わせていう。以下同じ。）する数および本新株予約権の行使によ
り当社普通株式を新たに交付する数は、下記(b)に定める数とする。但し、
下記３）により対象株式数（下記３）により定義される。）が調整される場
合には、当該調整後の対象株式数に本新株予約権の総数を乗じた数に調整
されるものとする。

３）各本新株予約権の取得または行使により当社普通株式を交付する数（以
下、「対象株式数」という。）は、１株とする。但し、当社が株式分割また
は株式併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとす
る。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、係る調整は本新株予約権のうち、当該時点で取得または行使され

ていないものについてのみ行われ、調整の結果生ずる１株未満の端数は切
り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、これらの端数処理
については、その後に生じた対象株式数の調整事由に基づく対象株式数の
調整に当たり、係る端数を調整前対象株式数に適切に反映した上で、調整
後対象株式数を算出するものとする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１）各本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、行使価額（下記
２）により定義される。）に対象株式数を乗じた価額とする。

２）本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき当社普通株式１株当たり
の額（以下、「行使価額」という。）は、１円とする。

(3) 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の払込取扱銀行および払
込取扱場所
本新株予約権発行決議において、当社取締役会が定める。

(4) 本新株予約権の行使期間

下記(d)の本新株予約権無償割当ての効力発生日から３週間を経過した日
から６ヶ月を経過した日までとする。但し、行使期間の最終日が払込取扱
場所の休業日に当たるときは、その翌営業日を最終日とする。

(5) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金お
よび資本準備金に関する事項
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本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合、株式の発行価
額の全額を資本金に組入れるものとし、資本金に組入れない額は０円とす
る。

(6) 本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

(7) 本新株予約権の取得

① 当社は、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役
会が認める場合には、当社取締役会の決定により、本新株予約権の無償割
当ての効力発生日から本新株予約権の行使期間が満了する時までの間で当
社取締役会が定める日において、全ての本新株予約権を無償で取得するこ
とができる。

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、下記(e)記載の(１）に
定義する「非適格者」以外の者の有する新株予約権のうち当社取締役会が
定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、こ
れと引換えに、本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式１株を
交付することができる。当社が取得を実施した以降に、非適格者以外の第
三者が譲渡等により非適格者が有していた本新株予約権を有するに至った
場合等には、当社は係る本新株予約権の取得を複数回行うことができる。

(8) 合併・会社分割・株式交換・株式移転の場合の本新株予約権に係る義務の
承継
当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割または新設

分割、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、当
該時点において取得もしくは行使または消却されていない本新株予約権に
係る義務を、合併の場合には当該合併後存続する会社（以下、「吸収合併存
続会社」という。）または当該合併により設立する会社（以下、「新設合併
設立会社」という。）に、吸収分割の場合には当該吸収分割の分割会社がそ
の事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する会社（以下、
「吸収分割承継会社」という。）に、新設分割の場合には当該新設分割の設
立会社（以下、「新設分割設立会社」という。）に、株式交換または株式移
転の場合には当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社
（以下、「株式交換完全親会社」または「株式移転設立完全親会社」といい、
以上の６者を併せて「存続会社等」という。）に、以下の決定方針に基づき
承継させることができる。但し、それぞれの場合について、本新株予約権
に係る義務の承継に関し、以下の決定方針に沿う記載のある合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の議案につ
き当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

１）承継された本新株予約権の目的たる株式の種類
存続会社等の普通株式
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２）承継された本新株予約権の目的たる株式の数
合併、会社分割、株式交換または株式移転の比率等に応じて合理的に調
整する。調整後の１株未満の端数は切り捨てる。

３）承継された各本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
合併、会社分割、株式交換または株式移転の比率等に応じて合理的に調
整する。調整後の１円未満の端数は切り捨てる。

４）承継された本新株予約権の権利行使期間、その他の取得または権利行使
の条件、発行決議の失効等
本要項に準じて、合併、会社分割、株式交換または株式移転に際して当
社取締役会が決定する。

５）取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡については、存続会社等の取締役会の承認を要する。

(9) 新株予約権証券の発行制限

本新株予約権証券は、これを発行しない。
(b) 本新株予約権の総数

本新株予約権の無償割当ての基準日（下記(d)により定義される。）最終の
発行済株式数（但し、同時点において当社の有する当社普通株式の数を除
く。）を上限とする。

(c) 本新株予約権無償割当ての方法および割当先
本新株予約権の無償割当ての基準日（下記(d)により定義される。）におけ

る最終の株主名簿に記録された株主（下記(e)の定めにて新株予約権を行使で
きない者も含み、自己株式の保有者としての当社は除く。）に対して、その有
する当社普通株式１株につき１個の割合で本新株予約権を割当てる。

(d) 本新株予約権無償割当ての基準日および効力発生日

(1) 基準日

当社取締役会が本プランの発動を決定した日以降の日で、当社取締役会
が別途定める日とする。

(2) 効力発生日

基準日以降の日で、当社取締役会が別途定める日とする。
(e) 本新株予約権の行使の条件
(1) ①「特定大量保有者」、②「その共同保有者」、③「特定大量買付者」、④
「その特別関係者」もしくは⑤「上記①から④記載の者から本新株予約権を当
社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者」、または⑥「上
記①から⑤記載の者の関連者」（以下、①から⑥に該当する者を総称して「非
適格者」という。）は、原則（注11）として、本新株予約権を行使することが
できません。
なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。
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１）「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第
27条の23第１項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。）につい
て、20％以上の株券等保有割合（同法第27条の23第４項に定義される。）を
保有する者または20％以上保有することになると当社取締役会が認める者
をいう。

２）「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第５項に定義される者
（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。なお、同条
第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。

３）「特定大量買付者」とは、公開買付け（金融商品取引法第27条の２第６項
に定義される。）によって当社が発行者である株券等（同法第27条の２第１
項に定義される。）の買付け等（同法第27条の２第１項に定義される。以下
同じ。）の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（こ
れに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１項に定める場合を
含む。）に係る株券等（同法第27条の２第１項に定義される。）の株券等所
有割合（同法第27条の２第８項に定義される。以下同じ。）とその者の特別
関係者の株券等所有割合とを合計して20％以上となる者をいう。

４）「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に定義される者
（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。但し、同項
第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付け
の開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。

５）ある者の「関連者」とは、実質的にその者が支配し、その者に支配され
もしくはその者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、
またはその者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認め
た者をいう。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決
定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義されます。）
をいいます。
なお、当社取締役会は、ある者が非適格者に該当するかを判断するにあ

たり、独立委員会の意見を聴取し、独立委員会の判断を最大限尊重するも
のとします。さらに、本新株予約権の行使条件を充足していること等につ
いての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式に
よる誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行使することができません。

注11：具体的には、(x)買付者等が本新株予約権無償割当て決議後に買付け等
を中止もしくは撤回または爾後買付け等を実施しないことを誓約すると
ともに、買付者等その他の非適格者が当社が認める証券会社に委託をし
て当社株式を処分した場合で、かつ、(y)買付者等の株券等保有割合（但
し、株券等保有割合の計算に当たっては、買付者等やその共同保有者以
外の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして算定を行
うものとし、また、非適格者の保有する本新株予約権のうち行使条件が
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充足されていないものは除外して算定するものとします。）として当社取
締役会が認めた割いる場合は、当該処分を行った買付者等その他の非適
格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する株式の数を目的とする
本新株予約権につき、当該20％を下回る割合の範囲内で行使することが
できることなどが例外事由として定められることが予定されています。
なお、かかる非適格者による本新株予約権の行使の条件および手続等の
詳細については、別途当社取締役会が定めるものとします。

(2) 上記(1)にかかわらず、下記①から④の各号に記載される者は、特定大量保
有者または特定大量買付者に該当しないものとする。

① 当社、当社の子会社または当社の関連会社

② 当社を支配する意図なく特定大量保有者となった者であると当社取締役
会が認めた者であって、かつ特定大量保有者になった後10日間（但し、当
社取締役会は係る期間を延長することができる。）以内にその保有する当社
の株券等を処分等することにより特定大量保有者ではなくなった者

③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によること
なく、当社の特定大量保有者になった者であると当社取締役会が認めた者
（但し、その後自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除
く。）

④ その者が当社の株券等を取得または保有することが当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者（当社取締役会
は、いつでもこれを認めることができる。また、一定の条件の下に当社の
企業価値ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合
には、当該条件が満たされている場合に限る。）

(3) 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者が本新株予約権
を行使するために、１）所定の手続の履行もしくは２）所定の条件（一定期
間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。）の充足、または３）その双方
（以下、「準拠法行使手続・条件」と総称する。）が必要とされる場合には、当
該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行または充
足された場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当該管
轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するために当社が履行または充足
することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社としてこれ
を履行または充足する義務は負わないものとする。また、当該管轄地域に所
在する者が本新株予約権を行使することが当該法令上認められない場合（以
下、「準拠法行使禁止事由」という。）には、当該管轄地域に所在する者は、
本新株予約権を行使することができない。
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(4) 上記(3)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、１）自らが米国
1933年証券法ルール501(a)に定義する適格投資家（accredited investor）で
あることを表明、保証し、かつ２）その保有する本新株予約権の行使の結果
取得する当社普通株式の転売は東京証券取引所における普通取引（但し、事
前の取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。）によっての
みこれを行うことを誓約した場合に限り、当該本新株予約権を行使すること
ができる。当社は、係る場合に限り、当該米国に所在する者が当該本新株予
約権を行使するために当社が履行または充足することが必要とされる米国
1933年証券法レギュレーションＤおよび米国州法に係る準拠法行使手続・条
件を履行または充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理
由により、米国に所在する者が上記１）および２）を充足しても米国証券法
上適法に本新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認め
る場合には、米国に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。

(5) 上記(1)から(4)の規定に従い本新株予約権を有する者が本新株予約権を行
使することができない場合であっても、当社は、当該本新株予約権を有する
者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。

(f) 本新株予約権の行使方法等

(1) 本新株予約権の行使の方法および行使の請求場所

本新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書（当該本新株
予約権者が非適格者に該当せず、非適格者のために行使しようとしている
ものではないこと等の表明・保証条項および補償条項を含む。）に行使する
本新株予約権の個数、対象株式数および住所等の必要事項を記載し、これ
に記名押印したうえ、必要に応じて別に定める本新株予約権行使に要する
書類ならびに会社法、金融商品取引法その他の法令およびその関連法規
（日本証券業協会ならびに本邦証券取引所の定める規則等を含む。）上その
時々において要求されるその他の書類（以下、「添付書類」という。）を添
えて払込取扱場所に提出し、かつ当該行使に係る本新株予約権の目的たる
株式の行使価額全額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより
行われるものとする。なお、本新株予約権者は、その所有する各新株予約
権を個別に行使できるものとし、係る個別行使の際に残余の本新株予約権
がある場合には、当社は、当該本新株予約権者の個別行使の日付と残余の
本新株予約権の個数を新株予約権原簿に記載または記録するものとする。

(2) 本新株予約権行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力発生時期は、上記(1)の規定に従い、行使
に係る本新株予約権行使請求書および添付書類が払込取扱場所に到着した
時とする。本新株予約権の行使の効力は、係る本新株予約権の行使請求の
効力が生じた場合であって、かつ当該行使に係る本新株予約権の目的たる
株式の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所において払い込まれた
時に生じるものとする。
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(g) 新株予約権者に対する通知
(1) 新株予約権者に対する通知は、新株予約権原簿に記載された新株予約権者

の住所宛に書面により行うものとし、係る通知は通常到達すべかりし時に到
達したものとみなす。

(2) 承諾については、新株予約権者に、その承諾を求める通知が到達したとみ
なされた日から14日以内に、新株予約権者により書面にて当社に対して別段
の意思表示がなされない場合には、当社は新株予約権者がこれに承諾したも
のとみなすことができる。

(h) 金融商品取引法による届出
上記各項については、金融商品取引法による届出を必要とするときは、そ

の届出の効力発生を条件とする。
(i) 法令の改正等による修正

法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等
に修正を加える必要が生じた場合においては、当該新設または改廃の趣旨を
考慮のうえ、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲
内で読み替えるものとする。

以 上
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砺波Ｉ.Ｃ

市立体育館 道の駅となみ

砺波
チューリップ

公園

至高岡

国道156号線

砺波市文化会館
(株主総会会場)

至城端

至五箇山
砺波総合庁舎

至高岡ＪＲ城端線
ＪＲ砺波駅

北
陸
自
動
車
道

Ｎ

株主総会会場ご案内略図

〒939－1382 富山県砺波市花園町1-32

砺波市文化会館 多目的ホール

電話番号 (0763) 33-5515

※前回の会場より変更となっておりますので、下記のご案内略図をご参照のうえ、
ご来場をお願い申しあげます。

●北陸自動車道「砺波Ｉ.Ｃ」より車で約５分

●富山空港より（北陸自動車道利用）約40分

●ＪＲ北陸本線「高岡駅」下車、車で約30分

●ＪＲ北陸新幹線「新高岡駅」でＪＲ城端線に乗り換え

砺波駅より車で約５分、徒歩約15分
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